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情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規定に

より、平成２４年９月４日付け情郵審で公告された第二種指定電気通信設備の指定に係る告示の一

部改正案に関し、別紙のとおり意見を提出します。 
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 （別紙） 

 

「情報通信行政・郵政行政審議会議事規則第４条及び接続に関する議事手続規則第２条の規定により、平成２４年９月４日付け情郵審で公告された

第二種指定電気通信設備の指定に係る告示の一部改正案」に関して、意見提出の機会をいただき、厚く御礼申し上げます。つきましては、当社の意見

を以下のとおり提出させていただきますので、お取り計らいの程宜しくお願い申し上げます。 

 

意見提出者：NTT ドコモ 

 

意見 

今回の電気通信事業法第 34 条第 1 項の規定に基づく第二種指定電気通信設備の指定に係る告示の改正は、本年 6 月の電気通信事業法施行規

則の改正を踏まえて行われるもので、ソフトバンクモバイル殿が本年中に新たに指定されることで今年度内に同社は総務大臣へ接続約款を届出する

こととなります。また、同社には平成 25 年度から接続会計の整理・公表の規定が適用されることとなり、これらの規定により、今後、同社の相互接続料

算定の透明性確保、ならびに接続協議の円滑化が図られることが見込まれます。 

同社の不透明な相互接続料算定については、当社が行った平成 22 年度適用相互接続料の算定根拠開示を求めるあっせん申請が打切りになった

ことに加え、本年 2 月に公表された平成 23 年度適用相互接続料に関しても、当社の相互接続料と比べ格差の拡大こそなかったものの、依然として算

定根拠の妥当性検証が十分なし得ない状況にあることを踏まえると、適時適切な措置として賛同いたします。 

 

他方、接続会計の整理・公表は、第二種指定電気通信設備接続会計規則の規定により、指定の日以後に開始する年度から実施されることから、接

続会計として公表される数値を根拠とした相互接続料算定は、平成 26 年度適用の相互接続料からとなります。 

加えて、事業者の立場では相互接続料算定の適正性について、接続会計報告書を基に一定程度の検証は為し得るものの、第二種指定電気通信

設備制度の運用に関するガイドラインに依拠した適正な算定が行われているかどうかは、事業者間の合意に基づく情報開示が実現できなければ検証

できません。仮に昨年度と同様に不透明な算定が継続されることとなれば、省令改正ならびに指定告示改正の意義が大きく損なわれる事態になること

が懸念されます。 

したがって、不透明な算定による事業者間格差の早期解消に向け、今年度適用の相互接続料より、総務省における算定の適正性の厳格なる検証

を強く要望いたします。 

 

以上 


